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積算基準について 
入札書提出締切日が令和２年３月１日から３月３１日までに設

定されている工事及び業務について、平成３１年度積算基準に基づ

くものであるが、令和２年２月７日に「令和２年度国土交通省土木

工事・業務の積算基準等の改定」が公表されたことを踏まえ、次の

とおり措置を講じる。 
 
○措置内容 

令和２年４月１日以降、契約書に基づく協議により、次の方式に

より算出された請負代金額に変更する協議を行うことができるも

のとする。 
変更後の請負代金額＝Ｐ新×ｋ 

Ｐ新：新積算基準に基づき作成した予定価格に相当する額（単

価は入札書の提出期限の日のもの） 

ｋ：落札率 

なお、当該変更を行う場合、単価合意は変更後の請負代金額につ

いて行うものとする。 


